
「一心行公園」について（白水地区） 

 

【施設概要】 

 樹齢 400 余年ともいわれている一心行の大桜を保存するとともに、地域住民のふれ

あい並びに福祉及び健康増進を目的とした公園で、平成 18 年 4 月のオープン。 

 通常はパークゴルフ場として活用しているが、春は「南阿蘇桜さくら植木まつり」

を開催し、多くの方で賑わっている。 

 現在、公園の管理は村が直接行っているが、管理業務の一部を南阿蘇パークゴルフ

協会に業務委託している。  

  ホール数 27 パー99、距離 1,190ｍ、面積 19,177 ㎡ 

  利用時間 午前 9時から午後 5時まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現行の使用料金】 

パークゴルフ場 

区 分 金 額 

村内 

村外 

（１日） 

大人（中学生以上） 400 円 

子供（小学生以下） 200 円 

貸しクラブ １本 50 円 

貸しボール １個 50 円 

 

グラウンドゴルフ場 

区 分 金 額 

村内 

村外 

（１日） 

個人使用 

大人（中学生以上） 

200 円 

大会使用 10,000 円 

 

【利用状況】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

10,492 人 8,948 人 8,144 人（大人 8,082 人、子ども 62 人） 

    
       管理事務所          パークゴルフコース 



【収支状況】                           単位：円 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

収入 支出 収入 支出 収入 支出 

3,171,200 10,078,038 2,585,300 12,415,349 2,634,600 9,195,654 

 

【利用料金改定案】 

区分 現行使用料 受益者負担 改定案使用料 

大人（中学生以上）     400 円   1,129 円     600 円 

子供（小学生以下）     200 円    ―     300 円 

貸しクラブ １本   50 円    ―     100 円 

貸しボール １個   50 円    ―     100 円 

※グランドゴルフ場は、パークゴルフ場に集約 

 

【改定案使用料の理由】 

平成 18 年 4 月のオープンから使用料の見直しを行っていないことから、村内 3 パ

ークゴルフ場を統一的な考え方で算出するものとする。 

また、最近の物価高騰に伴う光熱水費の増大や、県内の他施設とのバランスなどを

踏まえて、使用料の見直しを行う。 

 一心行公園は、パークゴルフ場とグランドゴルフ場を併設しているが、利用のほと

んどがパークゴルフ場であることから、今回の見直しによりグランドゴルフ場はパー

クゴルフ場に集約する。 

受益者負担の考え方は、公共的で選択的な施設であることから、50％の受益者負担

割合を適用する。 

 算出方法は、5 年度経費 9,195,654 円を利用者数 8,144 人で除した 1,129 円（使用

料原価）に、受益者負担割合を乗じて算出している。 

 貸しクラブ、貸しボールについては、近隣町村の状況を考慮して、今回見直すもの

とする。 

 

  



2024年09月19日

今村　一行

一心行公園（白水地区）



 「柏木谷史跡公園」について（久木野地区） 

 

【施設の概要】 

 縄文時代前期から古墳時代まで続く貴重な複合遺跡であり、価値の高い文化遺産を

正しく後世に伝えるとともに、地域住民のふれあい並びに福祉及び健康の増進を目的

とした施設。 

 平成 7 年に運用を開始し、主にパークゴルフ場として活用している。 

 当施設は、隣接する道の駅「あそ望の郷くぎの」の一体的な施設として、村の第三

セクターである「株式会社あそ望の郷みなみあそ」が、指定管理者として管理運営を

行っている。 

ホール数 18、パー66、距離 806ｍ、面積 20，100 ㎡ 

利用時間 午前 9 時から午後 5 時まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現行の使用料金】 

区 分 金  額 

村内村外（1 日） 大人（中学生以上） 400 円 

子供（小学生以下） 200 円 

クラブ 1 本 50 円 

ボール 1 個 50 円 

 

【利用状況】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

13,970 人 14,112 人 12,963 人（大人 12,254 人、子ども 709 人） 

 

【収支状況】                           単位：円 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

収入 支出 収入 支出 収入 支出 

11,959,244 12,490,816 13,090,487 13,948,903 10,600,714 14,786,323 

※ 収入のうち、毎年度の指定管理料 年 2,400,000 円 

 

    
  管理棟          パークゴルフコース      パークゴルフコース 

 
 



【利用料金改定案】 

区 分 現行使用料 受益者負担 改定案使用料 

大人（中学生以上）     400 円 1,141 円     600 円 

子供（小学生以下）     200 円     ―     300 円 

クラブ １本    50 円       ― １本      100 円 

ボール １個    50 円       ― １個    100 円 

 

【改定案使用料の理由】 

平成 17 年 2 月の 3 村合併時から使用料の見直しを行っていないため、村内 3 パ

ークゴルフ場を統一的な考え方で算出するものとする。 

また、最近の物価高騰に伴う光熱水費の増大や、県内の他施設とのバランスなどを

踏まえて、使用料の見直しを行う。 

 受益者負担の考え方は、公共的で選択的な施設であることから、50％の受益者負担

割合を適用する。 

 算出方法は、5 年度経費 14,786,323 円を利用者 12,963 人で除した 1,141 円（使用

料原価）に、受益者負担割合を乗じて算出している。 

 貸しクラブ、貸しボールについては、近隣町村の状況を考慮して、今回見直すもの

とする。 

  

 

 

 

 



2024年09月19日

今村　一行
柏木谷史跡公園（久木野地区）



「南阿蘇村パークゴルフ」について（長陽地区） 

 

【施設の概要】 

 南阿蘇村民の健康増進と福祉の向上を図ることを目的とした施設。 

 平成 16 年 4 月に運用を開始した。平成 28 年の熊本地震により管理棟が被災したた

め令和 2 年 8 月に管理棟を再建した。 

 令和 6 年 4 月からは、株式会社ＳＯＬＶが指定管理者として管理運営を行ってい

る。 

  ホール数 36、パー132、距離 1,981ｍ、面積 52,665 ㎡ 

  利用時間 午前 9 時から午後 7 時まで（5月から 9 月まで） 

       午前 9 時から午後 5 時まで（10月から 4 月まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現行の使用料金】 

区 分 使用料 摘 要 

1 回券 大人 500 円  

小人 300 円  

回数券（12 枚つづ

り） 

大人 5,000 円  

小人 3,000 円  

用具貸出料 100 円 クラブ及びボール 

 

【利用状況】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

22,338 人 23,239 人 20,151 人（大人 19,008 人、子ども 1,143 人） 

 

【収支状況】                            単位：円 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

収入 支出 収入 支出 収入 支出 

17,518,583 18,578,114 18,008,234 21,673,369 15,793,787 20,977,452 

※ 収入のうち、毎年度の指定管理料 年 4,400,000 円 

 

   
管理棟          パークゴルフコース      パークゴルフコース 

 
 

 

施設の写真（内外観） 



 

【利用料金改定案】 

施設名 現行使用料 受益者負担 改定案使用料 

１回券 大人 500 円 1,041 円 600 円 

小人 300 円 ― 300 円 

回数券（12

枚つづり 

大人 5,000 円    ― ― 

小人 3,000 円   ― ― 

用具貸出料 100 円 ― 200 円 

 

【改定案使用料の理由】 

平成 16 年 4 月のオープンから使用料の見直しを行っていないことから、村内 3 パ

ークゴルフ場を統一的な考え方で算出するものとする。 

また、最近の物価高騰に伴う光熱水費の増大や、県内の他施設とのバランスなどを

踏まえて、使用料の見直しを行う。 

 受益者負担の考え方は、公共的で選択的な施設であることから、50％の受益者負担

割合を適用する。 

 算出方法は、5 年度経費 20,977,452 円を利用者数 20,151 人で除した 1,041 円（使

用料原価）に、受益者負担割合を乗じて算出している。 

 回数券は、村内 3 パークゴルフ場のうち当ゴルフ場のみが料金を示していることか

ら、熊本市営のパークゴルフ場条例を参考に、今後は運用上の中で取り決めていく。 

用具貸出料については、近隣町村の状況を考慮して、今回見直すものとする。 

   

 



2024年09月19日

今村　一行
南阿蘇村パークゴルフ場（長陽地区）



令和６年９月１９日現在

〇パークゴルフ場 単位：円

施 設 名 一心行公園 柏木谷史跡公園 長陽パーク うぶやま牧場 どんぐりの森 戸島ふれあい広場 扇田ふれあい広場

場　　所 白水地区 久木野地区 長陽地区 産山村 熊本市南区 熊本市東区 熊本市北区

管理形態 直営 指定管理 指定管理 指定管理 民間 指定管理 指定管理

大人（中学生以上） 400 400 500 500 1,100 500 500

子ども（小学生以下） 200 200 300 300 550 （高校生以下）200 （高校生以下）200

回数券（12枚綴り）大人 ― ― 5,000 ― ― 5,000 5,000

回数券（12枚綴り）子ども ― ― 3,000 ― ― ― ―

１本 貸しクラブ 50 50

１個 貸しボール 50 50

ホール数 27 18 36 27 18 18 18

パー 99 66 132 99 66 66 66

距離 1,190 806 1,981 1,152 971 910 864

面積 19,177 20,100 52,665 20,000 18,000 14,500 11,600

夏季・冬季時間あり

〇グランドゴルフ場

個人使用
大人（中学生以上）

200

大会使用 10,000

県内のパークゴルフ場

１日

100200 100

１日

100
道具代はプレー
代に含まれる

大き
さ



長陽パークゴルフ場

一心行公園

柏木谷史跡公園

ＩＣＴ交流センター


